
f -- ←一一一一一一

い
う
た
。
観
は
誠
獄
。
初
め
東
遊
し
て
佐
藤
一
粛
に

製
び
、
陽
明
感
を
能
く
し
、
時
務
の
後
明
倫
堂
督
串

と
な
っ
た
。
鹿
隊
三
年
卯
辰
山
開
拓
の
事
を
脅
し
、

一
時
開
拓
山
人
又
は
夢
香
と
脱
し
た
こ
と
も
あ
る
。

隣
滞
の
後
官
に
就
か
ず
、
家
に
在
り
て
徒
に
授
け
、

人
之
を
縛
し
て
小
立
野
の
塑
人
と
い
う
た
。
明
治
十

六
年
誠
弁
に
赴
き
教
鞭
を
執
り
、
二
十
六
年
五
周
共

の
地
に
夜
。
亭
年
七
十
。

ナ
イ
ト
ウ
ソ
ウ
ア
ン
内
藤
宗
安
諒
は
亨
。
鋭

は
閥
洲
。
そ
の
父
泰
腎
は
越
中
奈
古
捕
か
ら
出
て
、

明
和
四
年
加
賀
滞
の
侍
留
と
な
り
、
三
十
人
扶
持
を

受
け
た
。
宗
安
も
亦
京
に
赴
い
て
簡
を
務
部
蹄
・
則

賀
山
に
脅
ひ
、
天
明
二
年
御
皆
者
に
列
し
、
別
に
十

人
扶
持
を
賜
は
り
、
四
年
父
の
残
後
そ
の
俸
を
繕
ぎ
、

七
年
二
百
石
を
党
け
、
寛
政
一
一
一
年
五
十
石
を
培
し
、

四
年
務
校
の
蹄
恩
赦
授
を
粂
ね
、
事
和
三
年
文
五
十

石
を
加
へ
、
文
化
四
年
十
一
周
九
日
五
十
二
践
を
以

て
残
し
た
。

ナ
イ
ト
ウ
ト
タ
ア
ン
内
藤
徳
庵
諒
は
忠
俊
、

飛
騨
守
と
稽
し
た
。
そ
の
知
安
と
縛
す
る
は
邸
蘇
数

名
の
ド
y
・
ジ
ユ

7
y
か
ら
採
っ
た
の
で
あ
る
。
焚

源
左
衛
門
は
繊
同
信
長
に
仕
へ
て
丹
波
に
封
ぜ
ら

れ
、
勝
二
瓜
.
砲
を
食
ん
だ
。
徳
庵
火
の
後
を
党
け
た

が
、
次
い
で
野
磁
す
る
こ
と
数
年
、
又
小
強
行
長
に

仕
ヘ
、
文
旅
の
役
に
従
ひ
、
行
M
R
の
明
と
和
を
践
す

る
に
及
び
、
小
西
知
安
の
名
を
以
て
臨
機
侠
者
の
任
に

笛
っ
た
。
後
徳
踏
ま
た
加
般
消
正
に
縛
じ
て
五
千
石

を
受
け
た
が
、
消
正
は
徳
庵
の
耶
蘇
教
徒
た
る
こ
と

を
好
ま
ず
し
て
之
を
迷
う
た
か
ら
、
慶
長
七
年
高
山

長
房
の
紹
介
に
よ
っ
て
前
田
利
長
に
臣
事
し
た
。

ハ
こ
の
事
を
慶
長
元
年
に
在
る
と
縛
へ
る
も
の
も
あ

る
が
、
そ
れ
は
棋
で
あ
ら
う
ov
そ
の
討
緑
は
四
千
石

と
も
二
千
石
と
も
記
さ
れ
る
。
然
る
に
十
入
年
家
康

ナ
イ
ー
ナ
カ

は
外
敬
禁
止
の
令
を
獲
し
た
錦
、
徳
庵
は
そ
の
子
好

次
と
共
に
捕
は
れ
た
が
、
そ
の
事
を
報
じ
た
前
田
利

常
の
使
札
は
、
十
九
年
正
用
廿
六
日
を
以
て
駿
府
に

建
し
て
跨
る
。
徳
庵
等
皆
袈
子
を
携
へ
て
金
禅
を
獲

し
、
迭
に
呂
宋
マ
-
一
ラ
の
郊
外
サ
Y
ミ
ゲ
ル
村
に
移

り
、
こ
a
A

に
止
る
こ
と
十
三
年
に
し
て
寛
永
三
年
の

宋
に
間
伐
し
た
。

ナ
イ
ト
ウ
ト
モ
マ
ザ
内
藤
知
政
活
縛
恒
丞
・

十
郎
兵
衛
。
貞
享
三
年
失
語
酒
正
賞
の
也
知
三
百
石

を
制
捜
ぎ
、
資
永
五
年
凶
幡
御
前
附
御
用
人
と
し
て
五

十
石
を
加
へ
、
事
保
九
年
間
御
附
物
頭
並
に
進
み
て

更
に
百
石
を
増
し
、
十
九
年
御
克
、
元
文
四
年
六
十

ご
践
を
以
て
恕
し
た
。

ナ
イ
ト
ウ
マ
サ
カ
ツ
内
藤
政
勝
沼
都
市
丞
。

正
保
三
年
初
め
て
前
倒
利
治
に
仕
へ
、
三
百
.
石
を
領

し
、
点
字
二
年
現
し
た
。

ナ
イ
ト
ウ
ヨ
シ
ツ
グ
内
藤
好
次
諮
稽
米
女
。

耶
総
数
名
ド

y
・
ト
メ
1
0
初
め
矢
徳
庵
と
共
に
加

陳
情
正
に
肥
後
に
仕
へ
た
が
、
外
教
徒
た
る
を
以
て

逐
は
れ
、
慶
長
七
年
前
回
利
長
に
来
り
仕
へ
て
緑
千

七
百
石
を
受
け
た
。
ハ
こ
の
事
を
慶
長
元
年
に
在
る
と

す
る
説
は
採
ら
な
い
。
〉
然
る
に
十
入
年
切
支
丹
の
禁

ぜ
ら
れ
た
時
、
好
次
は
縛
宗
を
背
ぜ
ず
し
て
矢
と
共

に
鮒
へ
ら
れ
、
翌
年
目
宋
に
法
ら
れ
た
。

ナ
イ
ホ
ウ
内
方
珠
洲
郡
細
屋
の
内
の
小
手
。

ナ
イ
ヨ
ウ
カ
タ
内
用
方
加
賀
滞
の
兵
制
軍
備

に
関
す
る
一
切
の
事
務
を
挙
る
腕
を
内
用
方
と
い
う

た
。
護
し
軍
政
は
専
ら
機
績
に
渉
る
が
故
に
こ
の
稽

が
あ
っ
た
の
で
、
年
寄
・
家
老
申
の
之
に
中
一
任
す
る

者
を
御
内
用
方
主
附
と
い
う
た
。

ナ
カ
中
能
美
郡
極
海
郷
に
臨
す
る
部
w
m
o

ナ
カ
中
石
川
郡
五
ケ
庄
に
臨
す
る
部
務
。
往

昔
は
陣
川
の
右
岸
に
在
っ
て
、
後
の
金
部
停
馬
町
・
法

館
寺
町
・
関
田
町
・
物
吉
町
に
亙
る
大
村
で
あ
っ
た

が
、
市
街
の
鑓
張
す
る
に
及
ん
で
、
そ
の
左
岸
な
る

今
の
地
に
縛
じ
た
と
い
ふ
。
明
治
に
歪
b
、
申
に
屈

し
て
陣
川
の
封
停
に
あ
る
肉
申
を
分
糊
濁
立
せ
し
め

た。
ナ
カ
中
石
川
郡
明
島
の
内
の
小
宰
0

・
ナ
カ
中
石
川
郡
村
井
の
内
の
小
手
。

ナ
カ
中
河
北
部
金
浦
郷
に
囲
す
る
部
務
。
明

治
中
改
め
て
上
申
と
し
た
。

ナ
カ
中
河
北
部
弁
上
庄
に
臨
す
る
部
務
。
明

治
申
改
め
て
下
申
と
し
た
。

ナ

カ

中

m
羽
咋
郡
上
棚
の
内
の
小
字
。

ナ
カ
中
鹿
島
郡
栂
野
の
内
の
小
字
。

ナ
カ
中
鳳
至
郡
三
井
郷
に
毘
ず
る
部
帯
。

ナ
カ
中
鳳
至
郡
鈴
屋
の
内
の
小
手
。

ナ
カ
中
風
京
都
の
組
問
邑
名
。
天
正
十
年
十
周

十
日
附
前
回
利
家
の
あ
陣
中
村
高
う
こ
ハ
高
右
近
〉
に

奥
へ
た
扶
持
宛
行
朕
が
あ
る
。
あ
停
は
阿
岸
郷
で
、

中
村
は
後
の
小
山
で
あ
ら
・
ぅ
。

ナ
カ
中
珠
洲
郡
若
山
庄
に
臨
す
る
部
落
。
村

名
由
来
書
に
、
『
此
村
若
山
庄
二
十
字
村
之
申
に
有
之

村
に
付
、
則
中
村
と
唱
申
闘
申
縛
候
。
』
と
あ
る
。

ナ
カ
中
珠
洲
郡
長
橋
の
内
の
小
手
。

ナ
ガ
イ
ケ
長
池
石
川
郡
櫛
江
郷
に
鴎
す
る
部

務。
ナ
カ
イ
シ
カ
ハ
グ
ン
中
右
川
郡
陣
川
・
浅
野
川

の
聞
に
挟
ま
っ
た
地
域
は
、
初
は
加
賀
郡
の
一
部
で

あ
り
、
中
頃
は
河
南
部
と
い
は
れ
、
後
に
は
石
川
郡

に
併
合
せ
ら
れ
た
が
、
特
に
中
百
川
郡
と
い
ふ
こ
と

も
あ
る
。
天
保
五
年
の
記
録
に
中
石
川
郡
一
つ
屋
と

見
え
る
か
ら
、
徐
程
後
ま
で
も
さ
う
し
た
呼
び
方
が

あ
っ
た
と
見
え
る
。

ナ
カ
イ
ヅ
ミ
中
泉

期
羽
咋
郡
笛
木
院
に
属
す
る

部
務
。ナ

カ
イ
ヅ
ミ
ス
ケ
ノ
プ
中
泉
蹟
信
一
撃
と
縛

し
た
。
突
は
恭
緒
。
元
禄
十
六
年
前
回
綱
紀
に
仕
へ
、

俸
二
十
人
扶
持
を
間
協
は
り
、
貸
永
二
年
女
の
勝
二
百

石
を
援
い
だ
、
元
文
元
年
授
。

ナ
カ
イ
ヅ
ξ
ヤ
ス
ス
ケ
中
泉
恭
繍
逝
癖
穴
右

衛
門
。
芋
は
守
師
。
大
和
の
人
。
木
下
限
庵
の
推
薦

に
依
り
、
寛
文
六
年
十
二
局
前
回
綱
紀
の
備
員
に
列

し
、
勝
一
一
百
.
石
を
賜
は
り
、
賢
永
二
年
八
十
一
一
践
に

し
て
致
仕
し
、
二
十
人
扶
持
を
受
け
、
子
結
信
そ
の

後
を
裂
い
だ
。

ナ
カ
ウ
ラ
中
滞
路
島
郡
鵜
浦
の
内
の
小
字
。

ナ
ガ
ウ
ラ
長
浦
鹿
島
郡
熊
木
院
に
臨
す
る
部

務
。
久
蹴
加
夫
都
阿
良
加
志
路
古
制
批
磁
貞
臨
三
年

の
立
券
拭
に
、
長
浦
一
宇
と
あ
る
も
の
是
で
あ
ら
う
。

ナ
ガ
Z

長
柄

4
オ
ナ
ガ
エ
御
長
柄
。

ナ
ガ
エ
長
江

J
ナ
ガ
ヰ
ザ
カ
長
井
坂
。

ナ
カ
エ
ガ
ハ
中
江
川
江
沼
郡
閥
領
の
草
谷
か

ら
闘
で
、
別
に
上
競
問
領
畑
の
生
水
か
ら
出
た
も
の

を
合
は
せ
、
極
楽
寺
・
上
扇
町
・
下
爾
回
を
経
、
一
一
一
ヴ

村
領
矢
義
の
水
門
に
至
っ
て
大
型
寺
川
に
注
ぐ
。

ナ
カ
Z
ガ
ハ
中
江
川
鳳
歪
郡
石
休
場
の
内
の

小
字
。ナ

ガ
Z
ゴ
ウ
長
江
郷
江
泊
榔
の
古
郷
名
で
、

和
名
抄
に
『
長
江
、
奈
加
江
』
と
あ
る
。
今
永
井
の

あ
る
の
は
、
そ
の
諮
名
で
あ
ら
う
。

ナ
カ
Z

バ
ン
ラ
イ
中
江
晩
鮪
鳳
豆
郡
輪
島
の

入
。
名
は
伊
兵
衛
O
梅
室
に
俳
請
を
風
情
び
、
松
稽
・
白

翁
・
公
樹
闘
と
脱
し
、
そ
の
著
に
細
道
の
莱
・
宰
府
紀

行
・
吉
野
行
脚
・
更
科
の
杖
等
が
あ
る
。
安
政
二
年
入

居
十
ご
日
夜
。
享
年
六
十
八
。
そ
の
遁
悼
句
集
を
三

宮
集
と
い
ふ
。
晩
綴
の
家
は
漆
器
を
諜
と
し
た
が
、

嘗
て
家
具
無
縫
講
を
営
み
、
輪
島
塗
の
販
路
を
鏑
張

六
O
七


